
「障害者総合支援法」の対象となる
疾病を366に拡大します

令和3年11⽉１⽇から「障害福祉サービス等※１ 」の対象
となる疾病が，361から366へ拡大されます。
対象となる方は，障害者手帳※２をお持ちでなくても，
必要と認められた支援が受けられます。
※１ 障害のある方・児童は，障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援

事業（障害のある児童は，障害児通所支援と障害児入所支援も含む。）
※２ ⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳

令和3年11⽉１⽇から

対象となる方
対象疾病に該当する方（裏⾯参照）

手続き

裏⾯の疾病に該当し，サービスの利⽤を希望される方は，
必要な手続きなどをご案内しますので，お住まいの区の
保健福祉センター※3へお越しください。
【対応窓口】

お住まいの区の区役所・支所 保健福祉センター
健康福祉部 障害保健福祉課
（右京区京北地域にお住まいの方は，京北出張所 保健福祉担当）

【問合せ先】
京都市保健福祉局
障害保健福祉推進室（TEL222-4161, FAX251-2940）

※３ ⾝体及び知的障害のある児童の短期入所・日中一時支援，障害児通所・入所支
援の利⽤を希望される場合は，発達相談所，第⼆児童福祉センター発達相談部⾨
が対応窓口となります。


















